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市町村の農用地利用計画の変更に係る県の同意基準について 
 

 

  農用地利用計画の変更についての知事の同意基準は、下記のとおりとする。 

  なお、この基準の適用に際しては、 「農業振興地域制度に関するガイドライン 

の制定について」 （平成１２年４月１日付け１２構改Ｃ第２６１号農林水産省 

構造改善局長通知、以下「農振法ガイドライン」という。）に留意の上、判断する

ものとする。 

 

１  「農業振興地域整備基本方針の変更」及び「農業振興地域の区域の変更」に   

 よる農用地利用計画の変更 

  農業振興地域整備基本方針の変更及び農業振興地域の区域の変更の内容に合

致するものであれば同意するものとする。 

 

２  「基礎調査の結果」及び「経済事情の変動その他情勢の推移」による農用地

利用計画の変更 

 

（１）  農用地区域の拡大を内容とする農用地利用計画の変更 

農業振興地域内にある農用地等（法第３条に掲げる土地をいう。以下同じ。） 

及び農用地等とすることが適当な土地であって、次のアからオまでに掲げる

ものについては、農用地区域への編入に同意するものとする。  

ア １０ヘクタール以上の集団的農用地（法第１０条第３項第 1 号） 

イ 農業用用排水施設の新設又は変更、区画整理、農用地の造成等の土地改

良事業又はこれに準ずる事業の対象地（法第１０条第３項第２号） 

ウ ア及びイの土地の保全又は利用上必要な施設の用に供される土地（法第

１０条第３項第３号） 

エ ２ヘクタール以上の農業用施設用地又はア及びイに隣接する農業用施設

用地（法第１０条第３項第４号） 

オ 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１９条第１項に

規定する地域計画（以下「地域計画」という。）の達成又は地域の特性に即

した農業の振興を図るためその土地の農業上の利用を確保することが必要

であると認められる土地（法第１０条第３項第５号） 

 

（２）  農用地区域の縮小を内容とする農用地利用計画の変更 

    農用地区域は、農業上の土地利用を確保することが必要な土地を定めたも  

のであるから、農用地等以外の用途に供するために農用地区域から除外する

ことは極力避けるべきであり、農用地区域から除外するために行う農用地利  

用計画の変更は、以下のいずれかの場合に同意するものとする。 

 

  Ⅰ 除外目的変更にかかる農用地利用計画の変更（法第１３条第２項） 

    除外目的変更として次に掲げるアからキまでの要件を全て満たす場合に同

意するものとする。 

 

ア 当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況  

 からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必  

 要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えるこ  

とが困難であると認められること。 
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（ア）必要性 

具体的な転用計画等があり、農用地等以外の用途に供する緊急性があ

ること。 

 

（イ）  適当性 

  a   市町村の農業振興施策と整合性がとれていること。 

        b   国土利用計画等の市町村の中長期的土地利用計画と整合性がとれて  

いること。 

          c   農用地等以外の用途に供する目的が相当であること。 

       このためには次の要件のいずれか一つを満たすこと。 

① 公用・公共用施設又は公益上必要な施設用地  

地域住民の福祉の増進若しくは地域の整備の促進のために必要な施 

設の用地であること。 

（例）社会福祉施設・医療施設・学校・公民館・公園・図書館・し尿 

   処理施設・ごみ処理施設・火葬場等 

 

② 地域住民の生活上必要と認められる施設用地  

 ①に掲げるもののほか、地域住民の日常生活に必要な店舗、事務所 

作業場等の施設の用地であること。 

 ただし、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼさないものに限ること。  

 

③ 農家住宅、農家分家住宅用地  

      農用地等を所有し又は借り受けしている農業従事者又はその子息等

の住宅の用地であること。 

 

④ 林地等への転用用地  

  農用地等を所有する農業従事者が、周辺の土地の状況、その他のや  

むを得ない事情により林地・養魚池等の用に供する土地とするもので 

あること。 

 

⑤ 農業上利用不能地  

  災害等により、当該土地の現状が農地以外のものとなり、原状に復 

することが困難であり、今後農業上の利用が不可能であると認められ 

るものであること。 

 

⑥ 農業施策を計画又は実施するために必要な施設用地  

  国・県の農業施策を計画又は実施するための用に供せられる用地であ

ること。 

 

⑦ 特認事項  

①から⑥までに掲げるもののほか、市町村の開発計画に即したも 

のであって当該市町村の振興に資するものであるとして特に必要が 

あると認めたもの 

  

d   農用地等以外の用途に供する目的からみて過大な規模でないこと。  
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e   農地法（農地転用許可基準）、都市計画法（開発行為許可基準）、 

 森林法（林地開発許可基準）等他法令の許可の見込みがあること。 

 

   （ウ）代替性 

      市街化区域内、農振地域外、農振白地地域の順に開発のための適地に      

ついて検討し、その結果これらの区域に代替すべき土地が得られない場

合に限って農用地区域からの除外を認めるものとすること。  

      なお、除外しようとする者の所有地が農用地区域外に存在しない場合      

には、農用地区域外の土地と交換して利用できないか検討し、それでも

なお農用地区域外に代替すべきものがないものであること。  

 

イ 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 

 

        除外する農用地等は、地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがない土地

でなければならない。 

例えば、支障を及ぼすおそれがあるものとして、次の場合が想定される。  

（ア）除外により、地域計画に定められた農作物の生産振興や産地形成に支

障が生じる農用地等 

（イ）地域計画に位置付けられた農業を担う者に係る地域計画の区域内の農

用地等 

（ウ）地域計画に定められた効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する

農用地の利用の集積及び農用地の集団化に関する目標の達成に支障が生

じる農用地等 

 

ウ 当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の     

 効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすお 

それがないと認められること。 

 

         除外する農用地等は、農用地区域の周辺部等農用地区域から除外するこ

とにより土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれが

ない土地でなければならないため、次の農用地等が想定される。  

（ア）宅地の集団（集落）に接続する農用地等 

（イ）宅地の集団（集落）に介在する農用地等 

（ウ）山間谷地田等土地条件が劣悪で生産性の著しく低い農用地等  

（エ）農用地区域の周辺部で山林、河川（堤防）、道路（幅員等からみて横断

して容易に一連の農作業ができない道路に限る。）に接続している農用地

等 

  また、土地改良事業等の施行に係る区域内の土地等農用地の集団化、農

作業の効率化等に適していると考えられる土地を農用地区域から除外す

る場合は、地域の農業を担うべき者への利用集積等構造政策の推進に支障

を及ぼすおそれがないか十分に検討していること。 

    

   エ 当該変更により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営

を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認

められること。 

 

     除外する農用地等は、効率的かつ安定的な農業経営を営む者による農用

地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがない土地でなければならない。  

     例えば、支障を及ぼすおそれがあるものとして、次の場合が想定される。  
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   （ア）除外により経営規模が大幅に縮小し、効率的かつ安定的な農業経営を      

営む者が目指す安定的な農業経営に支障が生ずる場合 

   （イ）効率的かつ安定的な農業経営を営む者の経営する一団の農用地の集団

化が損なわれる場合 

 

オ 当該変更により、農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を

及ぼすおそれがないと認められること。 

 

     除外する農用地等は、当該農用地等が農用地等以外の用途に供された場  

    合、農用地区域内の土地の保全又は利用上必要な施設（土地改良施設）の 

機能が低下するおそれがない土地でなければならない。 

 なお、具体的に農用地区域内の土地の保全上必要な施設とは、ため池、

排水路、土留工、防風林等で、利用上必要な施設とは、農業用用排水施設、

農道等である。 

 

   カ 当該変更に係る土地が法第１０条第３項第２号に掲げる土地に該当す

る場合にあっては、法第１０条第３項第２号に規定する事業の工事が完

了した年度の翌年度から起算して８年を経過した土地であること。  

 

 国が行う事業あるいは国が直接又は間接に経費の全部又は一部につき補  

助を行う事業で、農業用用排水施設の新設又は変更、区画整理、農用地の  

造成等、農業振興地域の整備に関する法律施行規則（昭和４４年農林省令  

第４５号。）第４条の３に該当する土地改良事業等の実施中の土地でないこ

と、又は当該事業の工事が完了した年度の翌年度から起算して８年を経過

した土地であること。 

 なお、工事の完了した年度とは工事完了公告における工事完了の日の属

する年度と解し、本要件の始期は法第１０条第３項第２号に規定する土地

改良事業等の実施が確定した時点と解する。 

 

   キ 除外目的変更が、県面積目標の達成に支障をおよぼすおそれがないと認

められること。 

 

     県が、影響緩和措置が必要と認めるときは、除外目的変更に係る市町村

整備計画を変更しようとする市町村（以下「除外市町村」という。）は、次

に掲げる a から c までの事項を記載した書面を提出することとする（様式

第１８号）。 

その上で、当該影響緩和措置に記載されている内容が適切に講じられる

ことにより農地の確保が図られる見込みがあると判断できる場合に、同意

するものとする。 

     また、影響緩和措置の要否の判断及び当該措置を講ずべき割合は、次に

掲げる（ア）により決定する他、（イ）により影響緩和措置を求めるものと

し、毎年、年度末までに次年度の要否及び割合をホームページに掲載し公

表する。 

    （ア）農振法ガイドライン第１６の５の（１）除外目的変更の動向に基づ

く管理（フロー管理）及び（２）全体農地面積の動向に基づく管理（ス

トック管理） 

（イ）１０ヘクタール以上の集団的農用地を１０ヘクタール以上除外する

場合など県が必要と認める場合 

なお、県が影響緩和措置は不要と判断している場合は、県面積目標の達成
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に支障をおよぼすおそれがないものと解する。 

    

 

    a 講じようとする影響緩和措置の内容 

 

除外市町村が、影響緩和措置として講じようとする農用地区域への編入、

荒廃農地の解消及び農用地の造成の具体的な取組を記載する（だたし、県

面積目標の施策効果分として実施することを想定している取組を除く）。  

措置を講ずべき割合は、県が毎年、年度末までにホームページに掲載す

る割合とし、措置が求められている面積は、当該変更において法第１３条

第２項による除外面積に、措置を講ずべき割合を乗じた面積を記載する。  

措置を講じようとする対象地域は、おおよその地域の図面を添付する。 

履行期限は、当該措置を講ずることとなった除外目的変更が含まれる市

町村整備計画の変更から５年以内を基本とする。ただし、農用地の造成な

ど事業実施期間が５年を超えるような場合には、当該期間を履行期限とす

る。 

  

 

    b 法第１３条第１項の規定による農業振興地域整備計画の変更状況等  

 

除外市町村における過去５年間の農用地区域への編入及び除外の要因別

面積、概ね５年後の農地確保の将来の見通し、農業生産基盤の整備計画や

農地保全計画等を記載する。 

 

 

    ｃ その他県が同意するかどうかの判断に必要な事項 

 

a 及び b に掲げるもののほか、例えば、地域における農用地区域への編

入、担い手への農地利用の集積・集約化による荒廃農地の発生防止に向け

た取組状況などを記載する。 

また、県面積目標の施策効果分として実施することを想定している取組

と重複していないか、履行期限を超えて未履行となっている影響緩和措置

はないかを確認できる書類を添付する。 

     なお、除外市町村において、農用地区域の区域外に、農用地区域への編入

対象となる農地が存在しない場合や荒廃農地がなく、解消する対象がない場  

合などやむを得ない事情により、必要な影響緩和措置を講ずることが困難で

ある場合には、その理由に加え、県の農地確保の施策へ協力する意思がある

場合は、その内容を記載（例えば、県の取組への機械、資材、技術、資金な

どの提供といったことが考えられる。）した書面（任意様式）を農林事務所

に提出することとする。この際、農林事務所管内にて除外市町村以外の管内

市町村による影響緩和措置がとれる場合には、その措置を記載した書面を除

外市町村に作成させるものとする。 

また、除外市町村又は除外市町村を含む農林事務所管内の除外市町村以外

の他市町村において影響緩和措置を講ずることが困難である場合には、上記

の書面を付して農政部長へ事前協議をすること。 

 

 

Ⅱ 法第１０条第３項各号いずれの要件も満たさない土地並びに同条第４項に規

定する農用地等及び農用地等とすることが適当な土地に含まれない土地に該
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当する土地の農用地利用計画の変更 

   当該土地を農用地区域から除外する農用地利用計画の変更については、そ

れぞれ同項の要件を十分審査の上、同意の可否を判断するものとする。  


